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r7物価_3_2 r7物価_3_1

95,153                   95,153                                   

77,500                   11,845                                   

10,480                   10,270                                   

-                          -                                          

55,385                                   

-                                          

-                          1,000                                     

-                          78,500                                   

1,000                    5,952                                     

-                          864                                       

-                          -                                          事業数 12 基金事業数 0 R6補正_推奨 -               

3,685                                     最終事業NO 15 R6補正_低 88,980        

95,153                   96                                         
”交付金が活用されて
いる旨の明記のみの
変更”を除いた数

9 R7予備_推奨 -               

77,500                   
"うち交付対象経費のみ
の変更"を除いた変更事
業数

9 R7補正_特別
加算以外

5,300          

1,000                    　（うち給付金事業数） 1

10,480                   -                                          

-                          -                                          

184,133                 -                                          

-                                          

-                          -                 184,250                                  -                         

総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対
象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  599,606  526,896  95,153  78,500  10,480  -  14,911  327,852 72,710 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
低所得世帯給付・不足額給
付一体支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  88,980  88,980  -  78,500  10,480  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　1,674世帯×30千
円、子ども加算　90人×20千円、、定額減税を補足する給
付（うち不足額給付）の対象者　4,136人　(87,270千円）
のうちR7計画分
事務費　10,480千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　使用料及び賃借料　人件費　その他　と
して支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（1,674世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（4,136人）

－ ○ － R7.1 R8.3
対象世帯に対して令和7年2月までに支
給を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）

5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ おこめ券配布事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

②物価高騰
に伴う低所

得者世帯・高
齢者世帯支

援

 74,760  72,552  72,552  2,208  4,641

①コメ価格高騰による市民生活の負担軽減と、コメ農家の
保護およびコメの消費拡大目的に、1人あたり約3,000円分
の「おこめギフト券」を配布する。
②おこめギフト券の購入費及び郵送費、事務費
③おこめギフト券：477円×21,000人×7枚＝70,119千円
郵送費：おこめギフト券受取運賃382千円、世帯送付ゆう
パック502円×7,800通＝3,916千円　　手数料：ゆうパック伝
票作成13.2円×7,800枚＝103千円　　消耗品費：240千円、
うち一般財源2,208千円。
④令和8年1月1日時点で住民登録されている市民21,000人

－ － － R8.1 R8.3 R8.3 対象者配布率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

商品券

市民の有効期限を令和8年9月30日までとし期限
を持って無効とする。お店側がJA全農で換金でき
る期限を令和8年11月30日とする。また、市が保
管している予備分又は不通分については、市民
利用期限の9月30日以降から換金期限の11月30
日までの間に換金する。

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL
列で当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以
降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
給食費物価高騰対策事業
（小中学校分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴
う子育て世
帯支援

 17,767  16,000  16,000  1,767

①食材の物価高騰により、小中学校給食費の増額分につ
いて補填するもの。給食の質、量の低下を防ぐと共に、保
護者負担の増大を防ぐもの。
②高騰した分の食材購入費（教職員は除く）
③給食費物価高騰対策補助金17,766,100円（内訳）小学校
＠71円×190食×800人・中学校＠82円×189食×450人、
うち1,767千円は一般財源
④市内小中学校に通う児童・生徒及びその保護者

－ － － R7.4 R8.3
物価高騰による給食費の質・量の低下、
改悪をせずに、給食費の引き上げ額を0
円とする

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、広報誌 R7補正（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
給食費物価高騰対策事業
（保育施設等分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴
う子育て世
帯支援

 1,653  1,500  1,500  153

①食材の物価が高騰により、保育園、認定こども園、幼稚
園等の給食に係る食材の経費増額分について補填するも
の。給食の質、量の低下を防ぐと共に、保護者の負担の増
大を防ぐもの。
②高騰した分の食材購入費（教職員は除く）
③単価：1人あたり（副食費1か月分）4,500円（2020年公定
価格）×15％（消費者物価指数における「食料」の2020年
比）-400円（2025年現在公定価格上昇分）×12ヶ月＝3,300
円,給食費食材費負担軽減補助金1,653千円（3,300円×501
名分）　、うち153千円は一般財源
④私立保育施設に通うこども及びその保護者

－ － － R7.4 R8.3
物価高騰による給食費の質・量の低下、
改悪をせずに、給食費の引き上げ額を0
円とする

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、広報誌 R7補正（地）

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
農業水利施設電気料金高騰
支援事業費補助金

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水産
業における
物価高騰対
策支援

 8,300  5,700  5,700  2,600

①物価高騰の影響で農業水利施設の電気料金が高騰した
ことで、農業者の負担が増し、作付意欲が低下しないよう、
緊急的に補助するもの。
②農業水利施設電気料金高騰支援事業費補助金8,300千
円
③R3.4月～9月とR7.4月～R7.9月の電気料金（（見込み）※
R6を基準）を比較し、国営県営団体営施設上昇分32,914千
円×1/4≒8,300千円。うち2,600千円は一般財源。
④土地改良区（３団体）

－ － － R7.4 R8.3 物価高騰の影響による離農者0 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品
分野

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
村山市くらし応援商品券
2025事業

Ⅱ．物価高の克服 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 87,592  62,000  62,000  25,592

①市内飲食店及び小規模小売店で利用できる商品券を全
市民に配布することで、物価高騰により大きな影響を受け
ている市民生活の負担軽減と、市内の消費下支えにより地
域経済の回復を図るもの。
②商品券の発行及び郵送費、事務費
③商品券交付金：21,000人×4,000円＝84,000千円、商品
券郵送費：ゆうパケット@280円×7,700世帯＝2,156千円、
取扱店ポスター郵送費：@420円×240枚＝100,800円、取扱
店連絡郵便料@110円×240店×2回＝52,800円、振込手数
料100円×100件+162円×200件＝42,400円、消耗品費：
131千円、印刷製本費：1,110千円。うち21,602千円は県補
助金、3990千円は一般財源。
④令和7年6月1日時点で住民登録されている市民

－ － － R7.4 R8.3 市民配布率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

市民の有効期限を令和7年10月31日までとし期
限を持って無効とする。お店側が市で換金できる
期限を令和7年11月30日とする。

ホームページ、広報誌 R7当初（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 福祉暖房費助成事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴
う低所得世
帯支援

 20,350  9,953  9,953  10,397

①物価高騰の影響を受ける低所得者を支援し、物価高騰
対策として、1世帯当たり10千円を給付するもの
②福祉暖房費支援扶助費19,000千円、事務費1,350千円
③福祉暖房費支援扶助費＠10千円×1,900世帯＝19,000
千円、消耗品費150千円、郵便料1,200千円。うち、県補助
金3;500千円、一般財源6,897千円。
④　令和6年度住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯

－ － － R7.11 R8.3 給付率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

11 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
村山市くらし応援商品券低
所得世帯等加算事業

米国関税措置 ○

①エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴
う低所得世
帯支援

 14,954  14,911  14,911  43

①市内飲食店及び小規模小売店で利用できる商品券を低
所得世帯（住民税非課税世帯、住民税均等割りのみ課税
世帯、かつ子ども加算あり）に配布することで、物価高騰に
より大きな影響を受けている低所得世帯市民生活の負担
軽減とを図るもの。
②商品券の発行及び郵送費、事務費
③商品券交付金：延べ3,100人×4,000円＝12,400千円、商
品券郵送費：ゆうパケット@304円×2,500世帯＝760千円、
取扱店ポスター郵送費：@260円×240枚＝62,400円、取扱
店連絡郵便料@110円×240店×2回＝52,800円、店舗用の
ぼり旗郵送費@320円×240店舗＝76,800円、消耗品費：
678千円、備品費：150千円、印刷製本費：231千円、職員手
当500千円、振込手数料100円×100件+162円×200件＝
42,400円。43千円は一般財源。
④令和7年6月1日時点で住民登録されている低所得世帯
（住民税非課税世帯、住民税均等割りのみ課税世帯）

－ － － R7.4 R8.3 対象者配布率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

市民の有効期限を令和7年10月31日までとし期
限を持って無効とする。お店側が市で換金できる
期限を11月30日とする。

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

12 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
村山市高齢者施設等物価高
騰対策支援金事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴
場等に対す
る物価高騰
対策支援

 1,300  300  300  1,000  -

①昨今の物価高騰により、施設経営が厳しい状況の市内
高齢者施設に対して支援金を支給する。
②高齢者施設への支援金
③小規模多機能型居宅介護事業所4施設×200,000円＝
800,000円、訪問介護事業所5施設×100,000円＝500,000
円、うち一般財源1,000千円。④令和8年2月1日現在村山市
に事業所を置いている小規模多機能型居宅介護事業所、
訪問介護事業所

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 対象事業所に支給率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

13 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
ひとり親家庭等子育て応援
給付金（物価高対応分）支給
事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育
て世帯支援

 2,160  2,000  2,000  160  60

①物価高が続く中でひとり親家庭等への支援を行うことで、
低所得世帯の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金：児童１人あたり１万円×２１０人＝2,100千円、消
耗品費30千円、郵便料15千円、手数料15千円、合計2,160
千円、うち一般財源160千円。
④ひとり親家庭等（低所得世帯）

－ ○ － R8.1 R8.2 R8.3
対象世帯に対して令和8年2月から支給
を開始する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
低所得のひとり
親世帯への給付
金等

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

エラー（推奨
本省繰越希
望額未入力）

                                     526,896

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

備考4
実施状況の公表等について
（HP、広報紙など）

基金 事業始期 事業終期
成果目標（可能な限り定量的指標を設

定）

327,852                 

支援開始時期

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

エラー（臨時名称選
択漏れ）

エラー（事業
名称入力漏
れ）

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

移替先

Ｒ

６

経

済

対

策

等

】

差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

-                                                    

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

327,852                                           

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                    

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考国

の

予

算

年

度

（単位：千円）

10,480                                             

seisaku@city.murayama.lg.jp

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

14,911                  
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

14,911                                             

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

エラー（枠選
択漏れ）

自治体利用
欄

自治体での予算区分
自治体利用
欄

エラー（予
算年度選択
漏れ）

国の重点支援地方交付金が活用されている旨
の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

エラー（効果
直接選択漏
れ）

※記載は不要

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

33,700                                      

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

-                                                  

33,700                                           

327,852                                          

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額
※事務連絡は該当団体のみに通知

-                                                  

交付限度額計 560,713                                          

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

327,852                 

327,852                 

小計　交付限度額（R6経済対策分）

10,597                                   

Ｃ

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

配分予定額計

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

エラー（交付
限度額記載

不備）

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

14,911                  

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

エラー（既
配分額記載

不備）

エラー（自治
体名記載不

備）

エラー（担当
者・連絡先記

載不備）

-                         

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）

14,911                                           

小計　交付限度額（R7予備費分） 14,911                                           

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）

361,552                                          

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 92,769                                           

小計　交付限度額（R7経済対策分） 361,552                                          

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）

担当者氏名 冨樫　京太
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費
78,500                                             

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

政策推進課担当部局課名 95,153                                             

06208

【06_山形県】

06208_山形県村山市

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0237-55-2111

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                         

エラー（交付対象経
費<既配分額）

エラー（交付
限度額<既
配分額）

14,911                  



06208_山形県村山市_r7_3（2026.01.20修正）.xlsx
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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対
象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について
（HP、広報紙など）

基金 事業始期 事業終期
成果目標（可能な限り定量的指標を設

定）
支援開始時期

エラー（臨時名称選
択漏れ）

エラー（事業
名称入力漏
れ）

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考国

の

予

算

年

度 特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

エラー（枠選
択漏れ）

自治体利用
欄

自治体での予算区分
自治体利用
欄

エラー（予
算年度選択
漏れ）

国の重点支援地方交付金が活用されている旨
の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

エラー（効果
直接選択漏
れ）

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ
推奨事業メニュー

※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

88 

89 

90 

91 

92 

93 

14 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
村山市物価高騰重点支援商
品券事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

②物価高騰
に伴う低所

得者世帯・高
齢者世帯支

援

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 278,440  250,000  250,000  28,440  6,440

①市内飲食店及び小規模小売店で利用できる商品券を全
市民に配布することで、物価高騰により大きな影響を受け
ている市民生活の負担軽減と、市内の消費下支えにより地
域経済の回復を図るもの。
②商品券の発行及び郵送費、事務費
③商品券交付金：21,000人×12千円＝252,000千円、2,500
世帯×8千円＝20,000千円　　郵送費：ゆうパック502円×
7,800通＝3,916千円、ラベル13.2円×7,800枚＝103千円、
取扱店連絡用郵便料177千円　　消耗品費：271千円　　印
刷製本費：1,871千円　　振込手数料等：102千円。合計
278,440千円　うち一般財源28,440千円（うち21,164千円は
県補助金）
④令和8年3月1日時点で住民登録されている市民21,000
人、低所得世帯等2,500世帯

－ － － R8.1 R8.3 R8.3 対象者配布率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

商品券
市民の有効期限を令和8年9月30日までとし期限
を持って無効とする。お店側が市で換金できる期
限を令和8年10月31日とする。

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

15 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 企業ＤＸ推進補助事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑥中小企業・
小規模事業
者の賃上げ
環境整備

 3,350  3,000  3,000  350  -

①本市企業が、企業の創意工夫で「デジタル化」や「ＤＸ」に
取り組むことにより、生産性や製品の付加価値を向上さ
せ、競争力や経営力を高めることを支援することで賃上げ
を推進するため、デジタル化・ＤＸ導入費用に対して補助金
を交付する。
②企業の生産性や製品の付加価値の向上、業務工程の見
直し等、企業の競争力や経営力を高める目的で行うデジタ
ル化・DX導入を行う事業を対象とし、補助対象経費の2分
の1以内(上限500千円)を補助する。
③補助金500千円×6件+350千円1件、合計3,350千円　うち
一般財源350千円。
④商工業事業者で、市内に本店を有する、次の業種の事
業を営む法人または個人
（１）卸売業、小売業
（２）宿泊業、飲食サービス業
（３）生活関連サービス業
（４）製造業
（５）建設業
（６）前各号に掲げるもののほか、商工業の振興及び新た
な雇用の創出と地域の活性化に資するものとして市長が特
に必要と認めるもの

－ － － R7.4 R7.5 R8.3 執行率100％ ③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定
中小企業・小規
模事業者の賃上
げ環境整備

一定額以上の賃上げ
に向けた取組み支援

ホームページ、事業チラシ R7当初（地）

16  -  -
17  -  -
18  -  -
19  -  -


